
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
提
出

質

問

第

二

三

号

過
労
死
を
増
や
し
か
ね
な
い
裁
量
労
働
制
の
拡
大
に
対
す
る
政
府
の
方
針
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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過
労
死
を
増
や
し
か
ね
な
い
裁
量
労
働
制
の
拡
大
に
対
す
る
政
府
の
方
針
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

か
つ
て
政
府
は
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
業
務
の
拡
大
を
進
め
よ
う
と
し
、
第
百
九
十
六
国
会
で
成
立
し
た
「
働

き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
で
も
、
当
初
は
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
業
務

の
拡
大
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

一
方
、
最
近
で
も
、
大
手
電
機
メ
ー
カ
ー
に
お
い
て
、
裁
量
労
働
制
を
適
用
さ
れ
た
労
働
者
の
過
労
死
や
労
災
の
被
災
が
発

覚
す
る
な
ど
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
厚
生
労
働
省
は
、
平
成
三
十
年
九
月
二
十
日
に
、
「
第
一
回
裁
量
労
働
制
実
態
調
査
に
関
す
る
専
門
家

検
討
会
」
を
開
催
し
、
裁
量
労
働
制
の
実
態
把
握
の
た
め
の
新
た
な
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
設
計
等
の
検
討
を
行
い
、
「
裁
量

労
働
制
の
実
態
把
握
の
た
め
の
新
た
な
調
査
設
計
に
つ
い
て
、
年
内
を
目
途
に
議
論
の
整
理
を
行
う
」
と
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

政
府
は
、
す
で
に
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
業
務
の
拡
大
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
は
白
紙
で
す
か
。
そ
れ
と
も
、

裁
量
労
働
制
の
実
態
調
査
の
検
討
等
を
踏
ま
え
、
裁
量
労
働
制
の
適
用
拡
大
を
進
め
る
方
針
は
変
わ
り
ま
せ
ん
か
。

二

裁
量
労
働
制
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
十
分
な
裁
量
の
確
保
が
担
保
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
運
用
上
の
多
く
の
問
題
が
あ

一



る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
政
府
は
、
現
在
の
裁
量
労
働
制
の
運
用
に
お
け
る
労
働
者
の
保
護
の
観
点
か
ら
の
問
題
点
と
し

て
、
ど
の
よ
う
な
事
項
を
認
識
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
是
正
す
る
た
め
に
、
法
改
正
を
す
る
こ
と
を
検
討
し
て

い
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
白
紙
で
す
か
。

右
質
問
す
る
。

二


